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基本方針 

当社は、バス輸送の安全・安心を最優先に、お客様に安全・快適なサービスを提供することを使命とします。同時に、運転者をは

じめとする従業員が安全に働ける環境を整えることは当社の重要な責務（労働契約法第5条に基づく安全配慮義務）です。お客

様からの正当なご意見やご要望には、真摯に耳を傾け、迅速かつ誠意をもって対応いたします。一方で、社会通念上許容される範

囲を超えた不当・過度な要求や迷惑行為に対しては、会社として毅然とした態度で対応し、従業員の尊厳と安全を守ります。 

 

当社が大切にしていること 

当社では、お客様と従業員の双方が安心・信頼できるサービス提供を心掛けています。乗務員や係員は常に礼節を重んじて接し、

お客様一人ひとりのニーズに丁寧に対応します。また、道路運送法等の法令に基づき「輸送の安全確保」を経営の最重要課題と捉

え、運行管理・車両整備・教育訓練に努めることで安全運行を維持します。従業員の健康・安全には特に配慮し、勤務時間や休憩

の管理、メンタルヘルス対策を含めた労働環境の改善に取り組みます。このように、お客様満足と従業員尊重を両立させること

が、当社の企業価値の基本です。 

 

カスタマーハラスメントの定義 

当社は、以下のすべての要素を満たす場合を「カスタマーハラスメント」に該当すると定義します。 

1. 顧客等（乗客や今後乗車し得る方その他会社取引先など当社サービスに関わる者）の言動であること 

2. その言動が業務の性質に照らし、社会通念上許容される範囲を明らかに超えていること 

3. その結果、従業員の業務遂行や就業環境が害されること 

以上の要件をすべて満たした場合に限り、当社ではカスタマーハラスメントとみなします。なお、社会通念上相当と判断されるご

意見・ご要望（正当なクレーム等）は含まれず、そうした正当な申入れには誠実に対応します。 

 

該当行為例 

以下はカスタマーハラスメントに該当し得る代表的な行為の例です（例示であり、これらに限りません）。当社ではこのような言

動を認めず、該当する場合には必要な措置を講じます。 

• 長時間の居座りや執拗な電話連絡などによる長時間拘束行為 

• 繰り返しの問い合わせや面会要求などの過度なリピート対応 

• 大声で怒鳴る、暴言を浴びせる、「馬鹿」などの侮辱的発言による人格否定 

• 殴る・蹴る、物を投げつけるなどの暴力行為 

• 「殺されたいのか」などの脅迫、反社会勢力を仄めかす、SNS での名誉毀損投稿などの脅し・誹謗行為 

• 「特別扱いしないなら土下座しろ」等の権威的要求、土下座強要などの不当要求 

• 自宅や喫茶店に呼びつけるなど業務外での職場外拘束行為 

• 性的な身体接触、つきまとう、執拗な食事・交際の誘い、性的冗談などのセクシュアルハラスメント 

• 契約や業務と関係のない過剰な返金・損害賠償請求などの不当な金銭要求 

• 車内での大声での迷惑行為や他の利用者への影響を伴う行動など、安全運行を著しく妨げる行為 

• その他、従業員の人格や尊厳を傷つける言動全般 

これらの行為例はいずれも従業員の業務環境や安全を阻害し、バス運行の安全性にも重大な影響を及ぼすものです。 

 

 



当社の対応方針 

当社はカスタマーハラスメント発生時に以下の対応を行います。 

• 報告・相談体制の整備: 乗務員には不当な要求や迷惑行為を受けた場合、速やかに運行管理者や上長に報告・相談するよ

う指導します。社内に相談窓口を設置し、一人で対応させず管理者がサポートできる体制を構築します。 

• 事実関係の確認: 発生した事案について、状況や発言内容等を迅速かつ正確に確認します。録音・録画など客観的証拠が

得られる場合は適切に活用し、関係者からの聴取も行います。 

• 被害者保護: 被害を受けた従業員には担当交代や休憩付与等で配慮し、必要に応じて医師等専門家によるケアを手配しま

す。従業員が安全に業務を継続できるように措置を講じます。 

• 再発防止策: 同様の事象の再発を防止するため、当該顧客への対応履歴を記録・共有し、必要に応じて該当客への利用自

粛要請や乗車拒否の検討など組織的に対応します。社内外への方針周知や研修を通じ、カスハラ対策への意識向上も図り

ます。 

• 法的対応: 暴行・脅迫行為など犯罪に該当する場合は速やかに警察へ通報し、顧問弁護士等の外部専門家と連携して適切

な手続きを検討します。ただし、状況に応じて慎重な対応を心掛け、過剰な威圧を避けます。 

いずれの場合も、被害従業員に不利益が生じないよう配慮しつつ、会社全体として必要な措置を速やかに講じます。 

 

従業員保護について 

当社は従業員の安全配慮義務を重視し、精神的・身体的負担軽減に努めます。具体的には、長時間運転や過重労働を避ける勤務管

理、メンタルヘルス相談窓口の案内を行います。不当な要求や迷惑行為が継続した場合、当該乗務員の勤務免除や異動、休養機会

の付与などで従業員のケアを優先します。また、被害報告に対しては報復を禁じ、誰もが相談しやすい環境を整えます。必要に応

じて外部専門家と連携し、職場復帰支援やカウンセリングも実施します。 

 

お客様へのお願い 

当社はお客様に安全で快適な移動を提供するため、以下の点にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

• 規則遵守: 乗車中は乗務員の指示に従い、シートベルトを着用するなど交通ルールにご協力ください。車内の安全確保の

ため、車内での騒音・暴言・走行妨害行為はご遠慮願います。 

• 適切なコミュニケーション: 走行中の乗務員への過度な声かけはお控えいただき、何かお困りごとがあれば降車後に乗務

員にお伝えください。正当なご要望や苦情はお客様相談窓口でも承ります。 

• 他の乗客への配慮: 大声での会話や酒気帯び乗車、他の乗客への迷惑行為はお控えください。皆様が快適にご利用いただ

けるようご協力をお願いします。 

• 冷静な対応: 乗車後に何らかのご不満が生じた場合でも、車内での過度なクレームや暴言はお控えください。落ち着いた

態度で対応することで解決につながりやすくなります。 

• ご理解のお願い: 当社はお客様のご期待に沿えるよう努めますが、業務範囲を超えるご要望や合理性に欠ける要求にはお

応えできない場合があります。その際は事情をご説明し、ご理解をお願い申し上げます。 

 

以上の点をご理解いただき、安全・安心なバス利用にご協力くださいますようお願いいたします。 
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